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統
計
委
員
会
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

（
分
科
会
）

第
一
条

統
計
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
、
評
価
分
科
会
（

（
新
設
）

以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

分
科
会
は
、
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
統
計
法
第
五
十
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
（
同
法
の
施
行
に
関

し
、
主
と
し
て
統
計
技
術
の
観
点
か
ら
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き

意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
限
る
。
）
を
処
理
す
る
こ
と
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

分
科
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
内
閣
総
理
大

臣
が
指
名
す
る
。

４

分
科
会
に
分
科
会
長
を
置
き
、
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選

任
す
る
。

５

分
科
会
長
は
、
分
科
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

６

分
科
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
分
科
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら

分
科
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

７

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
委

員
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
部
会
）

（
部
会
）

第
二
条

委
員
会
及
び
分
科
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置

第
一
条

統
計
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
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く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長
（
分
科

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長
が
指
名

会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
長
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

す
る
。

が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長

３
～
５

（
同
上
）

が
指
名
す
る
。

４

部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か
ら

部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

委
員
会
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
、
分
科
会
。
以
下
こ
の

６

委
員
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
委
員

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を

会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
て
委
員
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
）

（
議
事
）

第
三
条

委
員
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が

第
二
条

（
同
上
）

出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

委
員
会
の
議
事
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
で
会
議
に

２

（
同
上
）

出
席
し
た
も
の
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
分
科
会
及
び
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
庶
務
）

（
庶
務
）

第
四
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
省
政
策
統
括
官
に
お
い
て
処
理
す
る
。
こ

第
三
条

（
同
上
）

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
理
す
る
事
項
が
国
民
経
済
計
算
の
作
成
基
準
に

関
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
に
係
る
も
の
で
あ
る
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と
き
は
、
内
閣
府
大
臣
官
房
企
画
調
整
課
の
協
力
を
得
て
処
理
す
る
も
の
と

す
る
。

（
委
員
会
の
運
営
）

（
雑
則
）

第
五
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
委
員
会
の

第
四
条

（
同
上
）

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。




